
令和8年7月1日（水）より、診断書及び証明書等の文書料金を以下のとおり改定いたします。

適用開始日

令和8年7月1日（水）お申し込み受付分より
※令和8年6月30日以前にお申し込みいただいた文書につきましては、お渡し（発行）日が
　 7月1日以降となった場合でも、改定前の料金になります。

主な改定料金（税込）
下記は一例です。その他の文書料金の詳細については、②番書類窓口にてご確認ください。

令和8年4月　橋本市民病院

【重要】診断書および証明書等の文書料金改定のお知らせ

文書の種類
改定前料金

（～令和8年6月30日）

改定後料金

（令和8年度7月1日～）

普通診断書・証明書等 2,200円 → 3,300円

生命保険関係診断書 4,400円 → 5,500円

年金用診断書 4,400円 → 5,500円

障害者認定 3,300円 → 4,400円

領収証明書 1,100円 → 1,650円


